
訓練休暇様式第５－４号（第１面）（R●6.4）

年 月 日

事業主

所在地

名称

休－５－④

人材開発支援助成金

長期教育訓練休暇制度に関する申立書

労働局長　殿

※　該当するものにチェックを入れてください。いずれにもチェックが入らない場合には、助成金の支給要件を満たさず支給対象となりません。

※　新たに長期教育訓練休暇制度を導入する事業主については、この申立書の提出は不要です。

役職

氏名

直近事業年度に制度を適用した雇用保険の被保険者はいません。

制度の見直しを行うなど、長期教育訓練休暇制度に基づく休暇の取得者を増加させる

ための具体的な取組を新たに事業内職業能力開発計画に規定しています。

（具体的な取組の内容）

　　　●年●月●日に導入した長期教育訓練休暇制度について、下記のとおり申し立てます。

直近の３事業年度に制度を適用した雇用保険の被保険者の数は３人未満です。



/ /

年 月 日

労働局長　殿

標記について、次のとおり提出します。

所在地 (〒 － ） 所在地 (〒 － ）

名称 名称

代表者氏名 代表者氏名

電話番号 電話番号

－ － － －

法人番号（13桁）

2 - - 3

4 5

（ ）

7 万円 8 人 9 企業規模

10
人 11

12

14
４

年 月 日 年 月 日

15
5

－ －

－ －

【注意事項】

１　記載に当たっては、裏面の提出上の注意及び記入上の注意を必ず御覧ください。

年 月

中小企業 大企業
（中小企業以外）

教育訓練短時間勤務等制度

※労働局処理欄

　

２　労働局処理欄には記入しないでください。
３　ホームページから様式をダウンロードするときは、必ず裏面も印刷した上で使用し
   てください。
４　支給申請期限は、制度ごとに次のとおりです。
【「教育訓練休暇制度」の支給申請期限】
　制度導入・適用計画期間の末日（制度導入日から３年）の翌日から２か月以内
【「長期教育訓練休暇制度」の支給申請期限】
　支給要件を満たす休暇の最終取得日(※)の翌日から２か月以内。
　※　最終休暇取得日が制度導入・適用計画期間を超える場合は、制度導入・適用計画期
間の最終日を最終休暇取得日とみなします。
　※　複数人の支給対象者がいる場合には、①２人目以降の支給対象者の休暇の最終取得
日の翌日から２か月以内にまとめて申請する方法でも、②各支給対象者の休暇の最終取得
日の翌日から２か月以内にそれぞれ申請する方法のいずれでも差し支えありません。
【「教育訓練短時間勤務制度」の支給申請期限】
　支給要件を満たす短時間勤務制度の最初の適用日の翌日から２か月以内（制度導入・適
用期間内に申請が必要です）。

受付番号

氏名 　
ＦＡＸ

e-mail

17
7

届出に関する
当該事業所の担当者

所属 　 電話番号

（上記の期限日までに労働局へ支給申請してください。）

16
6

過去の助成金の受給状況

過去に人材開発支援助成金(教育訓練休暇付与コース）やキャリア形成促進助成金（教育訓練休暇に関するも
の）を受給したことがありますか。

はい いいえ

導入予定日 年 月 日

制度導入・適用計画期間
（３年間）

初日 最終日

企業の主たる事業 小売業
（飲食店を含む）

サービス業 卸売業

事業内職業能力開発計画
の策定の確認

事業内職業能力開発計画を策定し、従業員に周知しました。
また、事業内職業能力開発計画について、労働局長の求めがあった場合は提出します。

13
事業内職業能力開発計画
の周知確認

事業内職業能力開発計画が従業員に周知されていることを労働者を代表して証明します。

　労働者代表　　　　氏名

企業全体の雇用保険法第
４条に定める被保険者数
（教育訓練休暇制度の場合）

職業能力開発推進者名 役職 氏名

訓練休暇様式第１号(R7.4改正)

人材開発支援助成金

（ 教育訓練休暇制度 長期教育訓練休暇制度 ）

休－1

提出代行者

代理人

社会保険労務士

制度導入・適用計画届

提出日

事務代理者

（該当に☑チェック）

事業主1

人

【教育訓練休暇制度】

支給申請期限日 日

雇用保険適用事業所番号
11桁(４桁ｰ６桁ｰ１桁)

法人番号　13桁
産業分類
（裏面「記入上の注意」の５を参考にアル
ファベットを記載してください。）

以下の６～９欄は有給の長期教育訓練休暇制度を導入する場合のみ記載してください。

その他

企業の資本の額又は出資
の総額

企業全体の常時雇用す
る労働者数

企業全体の雇用保険法第４条に
定める被保険者数
労働保険番号

6



【提出上の注意】

【記入上の注意】

1

2

3

4

5

6

7

8 9欄には、7欄及び8欄に記載した内容をもとに、該当する企業規模にチェックを入れてください。

59

10

11

12

6
13

7
14

8
15

9
16

【長期教育訓練休暇制度】
所定労働日において30日以上の長期訓練休暇の取得が可能な制度である必要があります。

【教育訓練短時間勤務等制度】
所定労働日において30回以上の所定労働時間の短縮及び所定外労働時間の免除のいずれも利用することが可能な制度であることが必要です。な
お、支給申請は、導入した制度に基づき、実際に１回以上の所定労働時間の短縮及び所定外労働時間の免除を適用した場合に申請可能です。

【教育訓練休暇制度】
310欄の「企業全体の雇用保険法第４条に定める被保険者数」に応じて、以下の表のとおり雇用する被保険者にそれぞれ５日以上の教育訓練休暇
を付与し、かつ、教育訓練休暇制度導入適用計画期間の初日から１年ごとの期間内に１人以上に当該休暇を付与する必要があります。

企業全体の雇用する被保険者数 最低適用被保険者数
100人以上 5人以上
100人未満 1人以上

12欄には、事業内職業能力開発計画の策定について、確認事項に該当する場合はチェックをして下さい。なお、事業内職業能力開発計画を策定
し、従業員に周知している事業主を助成対象としているため、チェックがない場合は受給できません。

13欄には、当該事業所に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合を代表する者、労働者の過半数で組織する労働組合がな
い場合は労働者の過半数を代表する者が、事業内職業能力開発計画が周知されていることを確認し、確認した者の氏名を記載してください。

414欄に期間の始期は、就業規則又は労働協約に規定された制度の施行日となります。また、「制度導入・適用計画期間」は、この施行日から３
年となります。なお、既に長期教育訓練休暇制度を導入済みの事業主であって、賃金助成のみ受給しようとする事業主については、本計画の提
出日の１か月後を始期として記載してください。

515欄の導入予定日は、就業規則又は労働協約に規定された制度の施行日を記載してください。
なお、既に長期教育訓練休暇制度を導入済みの事業主であって、賃金助成のみ申請を行う予定の事業主については、当該制度の導入日を記入し
てください。

616欄では、過去の助成金の受給状況についてお答えください。
本助成金は、原則、新たに教育訓練休暇制度又は教育訓練短時間勤務等制度を導入した事業主に助成するものです。類似の制度の既に導入して
いる場合は、助成の対象となりません。

各制度の要件は次のとおりです。

その他の業種 ３億円以下 300人以下

※「常時雇用する労働者」とは、２か月を超えて使用される者（実態として２か月を超えて使用される者のほか、それ以外の者であっても雇用期間の定め　のない者及び２か月を
超える雇用期間の定めのある者を含む。）であり、かつ、週当たりの所定労働時間が、当該事業主に雇用される通常の労働者と概ね同等（現に当該事業主に雇用される通常の労働
者の週当たりの所定労働時間が40時間である場合は、概ね40時間である者をいいます。ただし、労働基準法（昭和22年法律第49号）の特例として所定労働時間がいまだに40時間を
上回っている場合は、「概ね同等」とは、概ね当該所定労働時間を指す。）である者をいいます。

310欄には、企業全体の雇用保険法第４条に定める被保険者数を記入してください（教育訓練休暇制度の場合に限る。）。

11欄には、事業所で選任している職業能力開発推進者について記載してください。なお、職業能力開発推進者を選任している事業主を助成対象
としているため、記載がない場合は受給できません。

サービス業 5,000万円以下 100人以下

卸売業 １億円以下 100人以下

なお、「企業の主たる事業」ごとに、「企業の資本の額又は出資の総額」又は「企業全体の常時雇用する労働者数」のいずれか一方に該当す
る場合は、「中小企業事業主」となります。また、資本等を有しない企業（例えば、社会福祉法人等）の場合は、「企業全体の常時雇用する
労働者数」で判断します。

主たる事業 資本金の額又は出資の総額 企業全体の常時雇用する労働者数

小売業（飲食店を含む） 5,000万円以下 50人以下

5欄には、産業の区分を、次のAからTまでの産業分類から選択し、アルファベットで記載してください。

6欄には、「小売業（飲食店を含む）」、「サービス業」、「卸売業」、「その他」のうち該当する業種にチェックをして下さい。「その他」に
チェックをした場合は、（　）内に具体的な業種を記載してください（事業の区分は、日本標準産業分類（総務省編）に基づきます。）。

7欄、8欄には、中小企業か大企業を確認するため、以下の項目について記載してください。

・企業の資本金又は出資の総額
・この計画届を提出する時点での企業全体の常時雇用する労働者数（※）

訓練休暇様式第１号［人材開発支援助成金（教育訓練休暇制度/長期教育訓練休暇制度/教育訓練短時間勤務制度）制度導入・適用計画届]（裏面）

導入予定日を変更する場合は、当初予定していた導入予定日又は変更後の導入予定日のいずれか早い方の日の前日までに、制度導入・適用計画
変更届（訓練休暇様式第２号）を変更に関する書類と併せて提出してください。また、その他の変更が生じた場合には、支給申請書の提出まで
に変更届を提出してください。なお、提出期日までに変更届を提出しなかった場合は助成の対象となりません。

本届名欄において、教育訓練休暇制度、長期教育訓練休暇制度又は教育訓練短時間勤務等制度のいずれか該当する制度の□に✔を記載してくだ
さい。

各欄とも、この計画届の提出日における現況を記入してください。

1欄については、代理人又は事務代理者・代行者の申請の場合は該当箇所の□に✔を付けて下さい。

2、3、4欄については「主たる事業所(※)」の雇用保険適用事業所番号、労働保険番号、法人番号（法人の場合に限る）をそれぞれ記入してくださ
い。(※)主たる事業所とは、登記上に記載されている事業所を指します。ただし、主たる事業所が雇用保険適用事業所でなく事業実態がない場合
は、任意の雇用保険適用事業所を主たる事業所とすることができます。

【総務省編日本標準産業分類（大分類）】 

Ａ 農業・林業                              Ｈ 運輸業、郵便業                      Ｏ 教育、学習支援業 

Ｂ 漁業                               Ｉ 卸売業、小売業                                Ｐ 医療・福祉 

Ｃ 鉱業、採石業、砂利採取業             Ｊ 金融業、保険業                                Ｑ 複合サービス業 

Ｄ 建設業                                     Ｋ 不動産業、物品賃貸業        Ｒ サービス業（他に分類されないもの） 

Ｅ 製造業                                     Ｌ 学術研究、専門・技術サービス業         Ｓ 公務（他に分類されるものを除く） 

Ｆ 電気・ガス・熱供給・水道業           Ｍ 宿泊業、飲食サービス業                      Ｔ 分類不能の産業 

Ｇ 情報通信業             Ｎ 生活関連サービス業、娯楽業                       



訓練休暇様式第３号(R76.4改正)

（ 枚目中 枚 ）

（ / / ）

- -

1 - -

2 - -

3 - -

4 - -

5 - -

6 - -

7 - -

8 - -

9 - -

10 - -

※　ホームページから様式をダウンロードする際は、第２面も両面印刷して使用してください。

教育訓練休暇制度 長期教育訓練休暇制度 教育訓練短時間勤務等制度

事業所確認票

休－３

事業所名

人材開発支援助成金

主たる事業所
雇用保険適用事業所番号
11桁(４桁－６桁－１桁)

常時雇用する労働者数事業所名

従たる事業所
雇用保険適用事業所番号
11桁(４桁－６桁－１桁)

常時雇用する労働者数

主たる事業所と従たる事業所の
常時雇用する労働者数の合計



訓練休暇様式第３号(第２面)

【記入上の注意】

1

2

3

4

5

6

7

この書類は人材開発支援助成金の教育訓練休暇制度、長期教育訓練休暇制度又は教育訓練短時間勤務等制度
を利用する場合に必要事項を記載して提出してください。

記載漏れがあった事業所において、支給申請があった場合、過去に遡って支給の適正を調査することがあり
ます。

本票名欄において、教育訓練休暇制度、長期教育訓練休暇制度又は教育訓練短時間勤務等制度のいずか該当
する制度の□に✔を記入してください。

主たる事業所と、従たる事業所の全てを記入してください（雇用保険適用事業所以外の事業所も含む。）。

事業所が他都道府県にまたがる場合もすべて記載してください。

記載しきれない場合は、適宜行を追加して記載してください。

「常時雇用する労働者」とは、２か月を超えて使用される者（実態として２か月を超えて使用される者のほ
か、それ以外の者であっても雇用期間に定めのない者及び２か月を超える雇用期間の定めのある者を含
む。）であり、かつ、週当たりの所定労働時間が、当該事業主に雇用される通常の労働者と概ね同等（現に
当該事業主に雇用される通常の労働者の週当たりの所定労働時間が40時間である場合は、概ね40時間である
者をいいます。ただし、労働基準法（昭和22年法律第49号）の特例として所定労働時間がいまだに40時間を
上回っている場合は、「概ね同等」とは、概ね当該所定労働時間を指す。）である者をいいます。



/ /

労働局長　殿

年 月　　　日　

－ ）

－ －

－ ）

－ －

標記について、次のとおり申請します。
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2 - - 3

4 5

6
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年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

有

無

年 月 日

9
6

）

－ －

－ －

12
11

・

円

年 月 日

年 月 日

年 月 日

第

年 月 日

休－４

(〒

 長期教育訓練休暇制度の
 適用状況

周知していない

 計画届の受付番号

 雇用保険適用事業所番号
　11桁(４桁－６－１桁)

人

人

最初の適用日

最初の適用日(3)３年目

適用人数

氏名 提出代行者

(1)有給による
休暇取得者

最初の適用日 適用人数

電話番号

支 給 決 定 額

受 理 年 月 日

氏名 　　　　　　　　　　　　
申請に関する担当者

上席

支 給 決 定 番 号

通 知 書 発 送 年 月 日

当該訓練について助成を受けた国又は地方公共団体から助成金、奨励金、補助金
等の支給を受けている（支給申請中も含む）。

(2)無給による
休暇取得者

 教育訓練短時間勤務等制度の
 適用状況

人

人

最初の適用日

局長 担当課長

労
働
局
処
理
欄

職業指導官

11
10

8

10
7

7
4

(1)１年目

所属

e-mail

起 案 年 月 日

ＦＡＸ

賃金要件・資格等手当要件に係る支給申請であるか

月

(2)２年目

日 日

部長 係長

 教育訓練休暇制度の適用状況

最初の適用日

次の書類を３欄の期間の初日（制度導入日）までに労働者へ周知したか
※制度を規定した就業規則又は労働協約

課長補佐 担当官

8
5

担当所長 支給(不支給)決定年月日次長 統括 専門官

（該当に☑チェック ）

社会保険労務士

　または

代理人

事業主

 事務代理者

所在地

名称

氏名

(〒

年

名称

所在地

電話番号

電話番号

人材開発支援助成金

（ 教育訓練休暇制度 長期教育訓練休暇制度 教育訓練短時間勤務等制度 ）

制度導入支給申請書

　　　　　

申請日

訓練休暇様式第４号(R76.4改正)

はい いいえ

受けていない

周知した

二人目以降
適用予定の有無

～

日

法人番号13桁

月

 企業全体の常時雇用する労働者
 数

企業規模
※労働局処理欄

年

　　　　

　　　　

　　　　

　　　　

受けている（名称：

適用人数

適用人数

月年

最初の適用日

9
【長期教育訓練休暇制度で令和５年度以前に制度導入・適用計画を提出し、１人
目の休暇取得日の初日が令和６年度以降の場合のみ】
事業内職業能力開発計画を労働者へ周知したか

周知した

周知していない

 制度導入・適用計画期間
（３年間固定）

中小企業 大企業人



訓練休暇様式第４号[人材開発支援助成金（教育訓練休暇制度/長期教育訓練休暇制度/教育訓練短時間勤務等制度）制度導入支給申請書](裏面)

4
 

【提出上の注意】

【記入上の注意】

1

2

3

4

5
3

6
4

7
5

6 8欄は、次の書類の周知状況を記入してください。

7

8
8

9欄は、長期教育訓練休暇制度で令和５年度以前に制度導入・適用計画を提出し、１人目の休暇取得日の初日が令和６年度以降の場合のみ、事業
内職業能力開発計画の周知状況を記入してください。

　制度を規定した就業規則又は労働協約

96欄内の「適用日」は教育訓練短時間勤務等制度の適用者の適用を開始した日を記入してください。

7４欄から9６欄は、申請に係る制度に対応する欄のみ記載してください。

長期教育訓練休暇制度を新たに導入する事業主であって、賃金助成の申請を行う場合には、「人材開発支援助成金（長期教育訓練休暇制度）賃金助成

の内訳」（訓練様式第６号）も提出してください。

長期教育訓練休暇制度を既に導入している事業主であって、賃金助成のみの申請を行う場合には、「人材開発支援助成金（長期教育訓練休暇制度）賃金助成

の内訳」（訓練様式第６号）及び「長期教育訓練休暇に関する申立書」（訓練様式第５－４号）も提出してください。

各制度の申請期限は次のとおりです。
【74欄の教育訓練休暇制度】
　制度導入・適用計画期間（制度導入日から３年）の末日の翌日から２か月以内
【85欄の長期教育訓練休暇制度】
　支給要件を満たす休暇の最終取得日（※）の翌日から２か月以内。
　※　最終休暇取得日が制度導入・適用計画期間を超える場合は、制度導入・適用計画期間の最終日を最終休暇取得日とみなします。
　※　複数人の支給対象者がいる場合には、①２人目以降の支給対象者の休暇の最終取得日の翌日から２か月以内にまとめて申請する方法でも、②
各支給対象者の休暇の最終取得日の翌日から２か月以内にそれぞれ申請する方法のいずれでも差し支えありません。②の場合は「二人目以降適用予
定の有無」欄の有にチェックを入れてください。
【96欄の教育訓練短時間勤務等制度】
　支給要件を満たす短時間勤務等制度の最初の適用日の翌日から２か月以内（制度導入・適用期間内に申請が必要です）。

本申請書名欄において、教育訓練休暇制度、長期教育訓練休暇制度又は教育訓練短時間勤務等制度のいずれか該当する制度の□に✔を記載してください。

1211欄は「賃金要件・資格等手当要件に係る支給申請であるか」について、「はい」または「いいえ」の□に✔を記載してください。

【注意事項】

1 記載に当たっては、以下の提出上の注意及び記入上の注意を必ず御覧ください。

74欄又は85欄内の「適用日」は一番最初の休暇取得者に適用した最初の休暇取得日を記入してください。

導入予定日を変更する場合は、当初予定していた導入予定日又は変更後の導入予定日のいずれか早い方の日の前日までに、制度導入・適用計画変更
届（訓練休暇様式第２号）を変更に関する書類と併せて提出してください。また、その他の変更が生じた場合には、支給申請書の提出までに変更届
を提出してください。なお、提出期日までに変更届を提出しなかった場合は助成の対象となりません。

2 労働局処理欄には記入しないでください。

3 ホームページから様式をダウンロードするときは、必ず裏面も印刷した上で使用してください。

5欄は、労働局処理欄のため記載の必要はありません。

2

4欄には、長期教育訓練休暇制度で賃金助成を申請する場合に、中小企業か大企業を確認するため、支給申請時点での企業全体の常時雇用する労働者
数について記載してください。

2欄から3欄は、「主たる事業所(※)」の雇用保険適用事業所番号、法人番号（法人の場合に限る）をそれぞれ記入してください。
(※)主たる事業所とは、登記上に記載されている事業所を指します。ただし、主たる事業所が雇用保険適用事業所でなく事業実態がない場合は、任
意の雇用保険適用事業所を主たる事業所とすることができます。



訓練休暇様式第５－２号（R76.4改正）

（ 枚 ）

1 2 - -

3

月 日 月 日

5

　上記の者に長期教育訓練休暇を取得させたことを証明します。

年 月 日 役職名

氏名

　自発的に、長期教育訓練休暇を取得し職業訓練を受講したことを証明します。

年 月 日 氏名

1

2

3

4

5

6

＝100

３欄①休暇取得日の合計日数（日）

休暇取得日数に占める
訓練等を受講した日の割合

※50％以上であることが必要です。

年 ～ 年

10日以上連続して取得した休暇期間の初日

4

　⑥ ④取得日数の合計日数
　　※30日以上であることが必要です。

日

 ①休暇取得日

 ②休暇取得時間【時間】
 （少数第３位切捨て）

 ③所定労働時間【時間】
 （少数第３位切捨て）

 ④取得日数【日】（②/③）
 （少数第３位切捨て）

 ①休暇取得日

 ②休暇取得時間【時間】
 （少数第３位切捨て）

 ③所定労働時間【時間】
 （少数第３位切捨て）

 ④取得日数【日】（②/③）
 （少数第３位切捨て）

 ①休暇取得日

 ②休暇取得時間【時間】
 （少数第３位切捨て）

 ③所定労働時間【時間】
 （少数第３位切捨て）

４欄の「休暇取得日数に占める訓練等を受講した日の割合」には、３欄①休暇取得日の合計日数に占める、職業訓練、教育訓練、各種検定又はキャリアコンサルティン
グを受講した日数（職業訓練、教育訓練、各種検定又はキャリアコンサルティングを同日に受講した場合は重複計上しないものとする。）の割合を記載してください。
50％未満である場合、助成対象外となります。

６欄及び７欄の証明日については、最後に長期教育訓練休暇を取得した日（「最後に長期教育訓練休暇を取得した日」が制度導入・適用計画期間を超える場合は、「制
度導入・適用計画期間の最終日」を「最後に長期教育訓練休暇を取得した日」とみなします）以降の日付を記入してください。なお、７欄については休暇取得者本人の
直筆の署名が必要です。

（本人直筆の署名）

【記入上の注意】

１欄の「休暇取得者」は、長期教育訓練休暇を取得する制度導入・適用計画届の提出日の時点において、当該事業所における被保険者である期間が連続して６か月以上
である必要があります。

３欄の「休暇取得実績」は、記入欄が不足する場合は別紙に休暇取得実績を記載して提出してください。

7 休暇取得者の証明

6

５欄の「賃金助成対象時間数」には、有給休暇の場合のみ、３欄②休暇取得時間の合計時間数を記載してください。

３欄の「②休暇取得時間【時間】」や「③所定労働時間【時間】」は、少数第３位を切り捨てで算定してください。（例：７時間20分⇒7.33時間）

事業主の証明

　⑤ 10日以上連続して取得した休暇期間
　　※１日単位の休暇を10日以上連続して
　　１回以上取得することが必要です。

10日以上連続して取得した休暇期間の最終日

休暇取得日数に占める
訓練等を受講した日の割合（％）

×

　休暇取得実績

休暇取得者氏名

休－５－②

枚目中の

人材開発支援助成金（長期教育訓練休暇制度）
実施状況報告書

雇用保険被保険者番号
11桁（4桁－6桁－1桁）

＜有給休暇の場合のみ記載＞

賃金助成対象時間数
（３欄②休暇取得時間の合計時間

数）

時間

３欄①休暇取得日の合計日数のうち、
訓練等を受講した日数（日）

÷

 ④取得日数【日】（②/③）
 （少数第３位切捨て）



訓練休暇様式第６号(R7.4改正)

( 枚目中 枚 )

1

4 １人１時間あたりの助成単価 5 賃金助成対象時間数の合計 6 賃金助成額

×

（100円未満は切捨て）

【提出上の注意】

【記入上の注意】

1

2 ４欄は、該当する助成単価にチェックを付けてください。

3 ５欄は、３欄の助成対象時間数の合計時間を記載してください。

4 ６欄は、４欄の助成単価に５欄の助成対象時間数を乗じた額を記載してください。100円未満は切り捨てとなります。

5 対象人数が複数人おり、欄が不足する場合は様式第６号（継紙）に記載し、本紙に添付してください。

-

2 3 助成対象時間数 助成対象時間数

-

-

雇用保険被保険者番号

時間時間

3

　なお、無給(※)によリ長期教育訓練休暇を取得した場合には賃金助成はありませんので、本様式の提出は不要です。

事業所の名称

②

氏名

雇用保険被保険者番号

　この様式は、長期教育訓練休暇制度における賃金助成額の算定をする場合に記入・提出が必要となるものです。

1,000円（中小企業）

800円（大企業）

200円（賃金要件等割増分）

＝ 円

時間 時間

時間

③

氏名

-

雇用保険被保険者番号

--

３欄は、実施状況報告書（訓練休暇様式５－２号）５欄の賃金助成対象時間数計で記載した時間数を助成対象労働者ごとに記載してください。なお、１人あ
たり1,600（大企業は1,200）時間が上限となります。

雇用保険被保険者番号

- -

-

⑥

氏名

時間

氏名

人材開発支援助成金（長期教育訓練休暇制度）賃金助成の内訳

①

時間

2

⑤

-

助成対象労働者氏名等

氏名

雇用保険被保険者番号

-

休－６

助成対象労働者氏名等

④

氏名
　

雇用保険被保険者番号

-



訓練休暇様式第７号（R７６.4）

/ ）

年 月 日

〒 ー

ー ー

〒 ー

ー ー

労働局長　殿

   次の（１）～（８）に該当しないことを確認し、☑チェックしてください。

　 (１) 提出した計画に関して管轄労働局長の補正の求めに応じない事業主

　 (２) 助成金の支給又は不支給の決定に係る審査に必要であると管轄労働局長が認める書類等を管轄労働局長の求めに

応じ提出しない又は提示しない、または管轄労働局の実地調査（訓練実施中の確認、講師、受講者への聴き取り等）

に協力 しない等、審査に協力しない事業主

(３) 助成金の支給又は不支給の決定に係る審査に必要な書類等を整備、５年間保存していない事業主

　 (４) 支給申請期間内に申請を行わない場合

(５) 制度導入・適用計画届（訓練休暇様式第１号）提出時、支給申請日及び支給決定日の時点において、雇用保険

 適用事業所でない事業所（各時点において雇用保険被保険者が存在しない事業所）

　 (６) 職業能力開発推進者を選任していない事業主

　 (７) 事業内職業能力開発計画を策定していない事業主

  (８) 事業内職業能力開発計画を雇用する労働者に周知していない事業主 

　　既に長期教育訓練休暇制度を導入している事業主の場合、さらに（９）～（11）に該当しないことを確認し、

　☑チェックしてください。

 (９) 直近の３事業年度に長期教育訓練休暇制度を適用した雇用保険の被保険者の数が３人以上である事業主

  (10) 直近事業年度に長期教育訓練休暇制度を適用した雇用保険の被保険者がいる事業主

  (11) 長期教育訓練休暇制度の見直しを行うなど、長期教育訓練休暇制度に基づく休暇の取得者を増加するための具体的     

な取組を新たに事業内職業能力開発計画に規定していない事業主

【記入上の注意】

　本書は、申請にあたっての注意事項を了解いただいたことの申立書となります。代理人が支給申請等に係る手続きを代理する場合

であっても、必ず申請事業主自身が内容をご確認いただき、確認した年月日と事業主欄をご記入ください。

○人材開発支援助成金（教育訓練休暇制度・長期教育訓練休暇制度・教育訓練短時間勤務等制度）を利用する

にあたっての注意事項

事前確認書

代　理　人

社会保険労務士

電話番号

氏　名事務代理者

所在地

事　業　主

提出日

所在地

　人材開発支援助成金（教育訓練休暇制度・長期教育訓練休暇制度・教育訓練短時間勤務等制度）制度導入・

適用計画届（訓練休暇様式第１号）を提出するに当たり、以下の注意事項に該当する場合は助成の対象外となること

について了解し、確認した上で別紙計画届のとおり申請します。

　なお、この確認書の記載事項に係る確認を公共職業安定所又は労働局が行う場合には協力します。

電話番号

氏　名

名　称

長期教育訓練休暇制度 教育訓練短時間勤務等制度

名　称提出代行者

（該当に☑チェック）

または

休－７

人材開発支援助成金　事前確認書

教育訓練休暇制度（


